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千葉市農業委員会農業振興部会議事録 

 

平成２８年３月２８日千葉市農業委員会農業振興部会長 伊原 茂久は、平成２７年度

第３回農業振興部会を、千葉中央コミュニティセンター２階２８会議室に招集した。 

 

＜会議に付した議事＞ 

日程第１ 議事録署名人の選任について 

日程第２ 議案第１号 平成２８年度農業振興部会業務基本計画（案）の決定について 

報告事項１ 平成２７年度農業振興部会年次報告について 

 

＜出席委員＞（１７名） 

 

１番 中 村 公 江 ２番 齋 藤 元 治 

３番 野 崎 好 知 ４番 浅 川 政 明 

５番 花 島 豊 勇 ６番 近 藤 千鶴子 

７番 市 原   孝 ８番 安 井 誠 一 

９番 長谷川 政 美 １０番 植 草 隆 晴 

１１番 田 中 和 夫（農業振興部会長職務代理者）  １２番 小 川 政 二 

１３番 小 川 正 義 １４番 石 井 一 也 

１５番 伊 原 茂 久（農業振興部会長） １６番 小 川 友 安 

１７番 西 郡 髙 夫   

 

＜欠席委員＞（０名） 

 

＜事務局説明員＞ 

 

事務局長 朝 生 智 明 次  長 楠 原   弘 

次長補佐 御 園 えみ子 農業振興班長 小 川   剛 

主 査 補 中 澤 和 美 主  事 神 子 直 也 
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議 長 

（伊原茂久部会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 職 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（開会：午前１０時） 

 

ただいまから平成２７年度第３回農業振興部会を開会いたします。 

本日の出席委員は１７名中１７名ですので会議は成立しております。 

日程第１「議事録署名人の選任について」でございますが、慣例により、議

席番号順とさせていただきます。 

それでは、私より指名させていただきます。 

議席番号４番 浅 川 政 明 委員 

議席番号５番 花 島 豊 勇 委員 

のご両名にお願いいたします。 

 

続きまして、日程第２ 議案第１号「平成２８年度 農業振興部会業務基本

計画（案）の決定について」 事務局より説明を願います。 

 

 

それでは、議案第１号「平成２８年度農業振興部会業務基本計画（案）の

決定についてご説明いたします。 

議案書の１ページをご覧ください。  

これは、平成２８年度に予定している業務基本計画（案）についてお諮りす

るものです。 

先ほどの部会長のご挨拶にもありましたように農業委員会等に関する法律

が改正されたことにより、「農地等の利用の最適化の推進」が農業委員会の

法定業務となりました。「農地等の利用の最適化の推進」について、法律で

は、「農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営

の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに農

業経営を営もうとする者の参入促進等による農地等の利用の効率化及び高

度化の促進」と規定されており、業務基本計画においても、関連する事業実

施について、その推進を念頭に作成いたしております。 

それでは、部会所掌事務に基づいてご説明いたします。法律では、２つ

の所掌事務が規定されています。まず、はじめに「１ 法人化その他農業経
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営の合理化に関する事項」のうち⑴の「新規就農準備会の共催」及び関連し

ております⑵の「法人等参入支援会議の共催」です。これは、これまで、農政

センターが主催していた「新規就農準備会」及び「法人等参入支援会議」に

ついて、新たに農業経営を営もうとする個人及び法人の参入促進に寄与す

るため、共催することとしたものです。  

次に⑶の「市内農業者の農業経営の法人化支援」ですが、農業経営の規

模拡大などを契機に農業経営の法人化についての周知を図り、法人化に関

心のある農業者については、千葉県農業会議と連携し相談等の支援を行う

ものです。 

⑷の「女性農業者の農業経営への参画に係る支援」についてですが、家

族経営協定の制度の周知を図り、女性農業者が積極的に農業経営に参画

できる環境づくりを支援し、千葉県千葉農業事務所が事務局の千葉地域農

林水産業関係男女共同参画推進会議構成員として、女性農業委員のセミナ

ー、研修会に参加し見識を深めようというものです。 

⑸の「認定農業者への支援」についてですが、認定農業者制度におい

て、５年毎に経営改善計画を作成し、その認定により認定農業者になります

が、認定農業者が経営計画上、規模拡大で農地を必要とする場合、地域の

農業委員とともに農地の利用調整に積極的に寄与しようというものです。 

議案書２ページをご覧ください。 

続いて、所掌事務の２つ目「２ 農業一般に関する調査及び情報提供に関

する事項」のうち、⑴の「千葉市農業委員会だよりの発行」について、農業に

係る行政情報を中心に市内農業者の皆さんに向けて、情報提供を行うた

め、年３回定期発行していますが、来年度も引き続き情報提供を行うもので、

配布部数、対象者等が議案書記載のとおりでございます。 

なお、本年は、８月、１２月、３月の定期刊行３回に加え、法令改正にあわ

せて、改正内容などの詳細の周知のため６月に、また、来年度に予定されて

いる農業委員選任に伴う公募に向けた公募制度の周知のため１０月に臨時

刊行を予定しております。編集委員会に諮り、わかりやすい、充実した内容

の農業委員会だよりをお届けしたいと考えております。 

⑵の「賃借料情報の提供」ですが、賃借料情報は、本市において農地の
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議 長 

（伊原茂久部会長） 

 

 

中 村 委 員 

 

貸し借りをする際に賃料の目安としていただくもので、農地法第５２条に基づ

き提供しています。 

提供にあたっては、本年１月１日から１２月３１日までの間に農地法第３条

の許可に基づく貸借、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定におい

て公告された貸借のデータに基づいて田畑別、行政区別の１０アールあたり

の賃借料水準を調査しております。 

調査結果については、来年１月開催予定の農業委員会総会において報

告し、農業委員会だより、農業委員会ホームページを通じて広く市内農業者

の皆さんへ周知し活用を図りたいと考えております。 

なお、各業務スケジュールにつきましては、別紙 平成２８年度農業振興

部会スケジュール（案）をご覧ください。 

農業振興部会会議開催についてですが、農地等の利用最適化推進につ

いて、ご協議いただく機会が多くなりますから、４月及び３月のほかは、現在

のところ仮ではございますが、数回予定しております。具体的な日程、内容

等は、その都度ご連絡いたします。 

また、これまで、市内農業者の意見等を建議書として、市長に提出して参

りましたが、今般の法改正により、改正法第３８条において、新たに「関係行

政機関等に対する農業委員会の意見の提出」が設けられ、建議と比較して、

より強く農地等利用最適化推進施策の改善に関し意見を提出できる規定とな

りました。 

２８年度は、２９年度に予定されている次期市農業推進行動計画の策定も

視野に入れ、意見書作成を検討しております。具体的には、部会等でご相

談させていただきます。議案第１号の説明は以上です。 

 

ただいまの事務局の説明について、ご意見、ご質問等ございましたら、ご

発言をお願いいたします。 

はい、中村委員。 

 

今年度と来年度の年間スケジュールと年次報告とをパッと見てすぐに頭に

入っていない、分りきっていないのですが、法改正がなされたがために農業
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議 長 

（伊原茂久部会長） 

 

朝生事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会として積極的支援を行うということについて、具体的にはどうこのスケ

ジュールに盛り込まれて実際に反映するような動きをするということなのかど

うかお聞きしたいのと、新規就農についても農政部と共同でということについ

て農業振興部会の人達がどう関わって具体的に支援をしていくのか、そのあ

たりをお聞かせいただきたい。 

それと女性農業者に対する支援ということで、現時点は議会推薦の女性農

業委員しかいない中で、今後女性の農業委員を出していくにあたっての人

を育てていくとか引っ張っていくとか、そういう役割も含めて支援策が計画さ

れているのかお聞きしたい。 

それと、農業委員会だよりを見て農業をしてみたいと相談された方がいら

っしゃいますので、目に触れる機会として配布対象がこれだけでいいのかな

と思います。私のところには、農業委員になった時にだけ農業委員会だより

が送られてくるかなと思います。例えば他の議員にも配布されているのか。

出来る限り多くの人の目に触れた方がいいかなと思います。 

 

事務局お願いします。 

 

 

今回から最適化の推進が法定業務となって必須の業務、それも農林水産

省の表現を借りれば農業委員会の主要重点業務ということになっておりま

す。当然、今までの転用等の許認可は勿論やって行くわけですけれども、最

適化の推進ということで、経営規模の拡大であったり、土地の集約・集積化で

あったり、新規参入の支援・促進という部分を農業委員会が担っていくという

ことになります。午後具体的に説明いたしますが、そういった事を含めて新し

く２９年７月に委員が切り替わってからはこの部会制も無くなり、毎月の会議

の中で、いわゆる農地の審査の他にそういった部分のご指導をいただくこと

となりますが、法律自体は４月から施行されますので、まず農業振興部会の

活動としても４月以降活発に行っていかなければダメなような状況でござい

ます。そしてご質問がありました件でございますが、Ａ４横のこのスケジュー

ル（案）で申せば、新規就農準備会であったりとか、法人等参入支援会議で
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中 村 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あったりとか、農政センターが主催で行っている部分について、今年はまず

一緒に共催という形で携わって参ります。そして２９年度以降については、農

政部と色々と調整を図ってこちらとしての法定業務部分がありますので、市

の中の調整を図っていく必要があると思います。その具体的な部分につい

て農業振興部会委員の皆様にご相談いたしますので、会議の開催回数も新

年度は多くなっております。 

それから女性委員につきましては、当然ながら２９年７月からの新しい農業

委員を選任していく中で、出来るだけ多くの女性委員が選任されますよう今

年の秋から冬にかけて、募集の仕組みが決まってくるころから出来るだけ

色々と啓発し、各団体や女性農業者の方にも声掛けをしてまいります。今後

は全て公募型でありますので、あくまでお手を挙げていただかない限り無理

ですので、皆様にお声掛けを出来るだけしてまいります。 

それから農業委員会だよりですけれども、今の話と関係しまして配布先等

につきましては当然ながら今後検討してまいりますが、これ以外にもポスタ

ー等を作成し、今回臨時号も２号出しますが農業委員会の業務が変わるとい

うこと、新たに農業委員、最適化推進委員を募集するので是非皆さんご応募

くださいというお知らせを農業者は勿論のことそれ以外についても啓発して

まいります。 

 

こういった実際の会議の場で、具体的に土地の最適化で言えば農業委員

が担っていく云々というのは事務局を含めて、色々こういうところをどうすれ

ばといったところがあったとすれば、それぞれ農業委員の皆さんはその地域

をお持ちになっていて、持っている地域でコーディネート役みたいなところ

は具体的に個々に実践されるというイメージでよろしいでしょうか。自分が直

接それに携わっていないのでイメージが今一つ分からないのですが。 

例えば具体的にどうだった。例えばこういったところをこう進めていけばど

うかという話をされて、その上で実践で進めていく、或いは計画をして進捗を

確認するとか、そういうことなのかなと。 

それと今おっしゃっていた農政センターと共催してその後調整していくと

いうのは、先々は農業委員会の方で新規就農を含めたところを主体的にや
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朝生事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 村 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

（伊原茂久部会長） 

 

るということになるのか、その所をお伺いします。 

 

２９年７月以降は、毎月の会議の中で色々なことを決めていくわけですが、

とりあえず４月以降、新しい法律が施行されますので最適化に関しては指針

を作ることとなります。いわゆる目標値等で、例えば耕作放棄地を５年間で何

パーセント減らすとかですね、そういう目標を立てた指針を作ってまいりま

す。それは新しい農業委員に一程度決めていただく部分もございますが、

最適化推進委員の意見を聞いて決めていくこととなりますので、その準備は

今年から始めていかないと間に合わなくなりますので、皆さんから色々お知

恵を出していただくようなことも多々ございます。 

それから、農政センターとの仕事の仕分けにつきましては、先ほど申し上

げたとおり今年は一緒にやりながらお互いでそれぞれの役割を果たしていこ

うと思いますが、２９年度以降、どういう形が一番本来市として良いのか。その

部分を農業委員会が行政委員会として、市から独立した組織であるということ

は今後も変わりありません。そうした中、二重行政になってもいけませんし、

さらに法律で私共が新規就農についてやらなければならないこととなってお

りますので、そのことについて協議を始めます。その部分については、当然

農業委委員の皆様にご意見を伺って、決定していきたいと思っております。 

 

勿論使っていない土地が、ちゃんと農地に戻ることが一番いいわけです

が、なかなか好きでそういった事になったわけではない時に、持ち主に対し

て調整をどこまで農業委員がやれるのか。非常に大変な課題だなと思いま

す。出来るものであれば皆さんやっています。そのあたりやり方と進め方を

非常に慎重にしないと、なかなか強引にもしきれないですし、難しいのかな

という気がします。そのために何が必要なのかなと、簡単にはいかないと思

います。 

 

他にどなたかございませんか。 

はい、長谷川委員。 
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長 谷 川 委 員 

 

 

朝生事務局長 

 

 

長 谷 川 委 員 

 

事 務 局 職 員 

 

 

 

 

長 谷 川 委 員 

 

 

 

事 務 局 職 員 

 

 

 

議 長 

（伊原茂久部会長） 

 

 

議 場 

 

議 長 

（伊原茂久部会長） 

 

確認ですが、法改正により１の（１）新規就農準備会から（５）認定農業者へ

の支援ですが、すでに出来ているものなんですか。 

 

現に農政センターで行っているものです。必要があるものについては、私

どもも関わりを持っています。今後は一緒にやって行こうとするものです。 

 

ちなみに、新規就農準備会の構成メンバーはどの様になっていますか。 

 

構成メンバーは、農政センター、農業委員会、ＪＡ千葉みらいの指導普及

を担当している部署、それから千葉県千葉農業事務所の中の指導普及担当

部署の普及指導員です。それぞれの見識に基づいて、新規就農者に対して

ご指導いただいております。 

 

ということはいままでも農業委員会として参加しているわけですか。法が改

正されたことにより、積極的に関わって行こうとするわけですね。ちなみに女

性農業者は何人位いらっしゃいますか。 

 

具体的な人数をこの場で申し上げるだけの資料を持ち合わせておりませ

んので、次回に報告させていただきたいと思います。要は、１５０日以上従事

している方となるとそう多くはないと思われます。 

 

よろしいですか。ほかにございますか。ほかにないようですので、お諮り

いたします。議案第１号「平成２８年度農業振興部会業務基本計画（案）の決

定について」原案に賛成の方は、挙手願います。 

 

賛成者挙手 

 

全員賛成ですので、原案どおり決定といたします。 

続きまして、報告事項１「平成２７年度農業振興部会年次報告について」事

務局より説明を願います。 



 

9 
 

 

事 務 局 職 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

（伊原茂久部会長） 

 

中 村 委 員 

 

 

 

 

 

 

報告事項１「平成２７年度農業振興部会年次報告について」をご説明しま

す。議案書３ページをご覧ください。 

農業振興部会では、本年度、部会活動及び今後の農政施策への反映に

資するため、本日の会議を含む３回の部会開催及び研修会、意見交換会等

を実施、参加しました。 

まず、２７年５月に開催の「第１回農業振興部会」では、２７年度農業関係機

関の事業計画等につきまして、千葉県千葉農業事務所、ＪＡ千葉みらい、千

葉市農政部より新年度の事業計画について説明を受け、協議しました。 

次に１１月に青葉の森公園芸術文化ホールにおいて開催された「経営力

強化・農地集積促進シンポジウム」に参加しました。 

次に年明けて、平成２８年１月に「第２回農業振興部会」を開催し、部会入

れ替えに伴う農業振興部会委員の議席の決定、所属分科会の決定、分科会

委員長及び副委員長の選任について審議しました。 

次に２月開催の「『食糧・農業・環境を考える』セミナー」に参加しました。 

次に３月に市内農業者と農業委員との意見交換会を開催しました。「本市

農業における担い手づくり」をテーマに担い手を増やすための実践例や課

題などについて、活発に意見が交わされました。 

最後に、本日、「第３回農業振興部会」を開催し、ご審議いただいておりま

す。説明は以上でございます。 

 

ただいまの事務局の説明について、ご意見、ご質問等ございましたら、ご

発言をお願いいたします。 

 

私、農業振興部会が初めてなので農地部会との兼ね合いと、すみわけが

あるのかどうかよく分らないので。例えば、この前の２月７日のイノシシ肉の試

食会がありましたが、あれは任意なのでしたっけ。農業振興部会だからそれ

に出ていたのか、農地部会でも兼ねているとか、その辺がよくわからないの

ですが。 
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事 務 局 職 員 

 

 

 

 

 

 

 

中 村 委 員 

 

 

 

 

 

事 務 局 職 員 

 

 

 

 

 

議 長 

（伊原茂久部会長） 

 

 

 

小川正義委員 

 

 

 

 

今お話のありました２月７日の有害鳥獣対策の研修会につきましては、任

意でしたので全ての農業委員にお知らせいたしました。 

農地部会と農業振興部会とのすみわけについてですが、基本的に農地部

会の方で法令関係に基づいた審査をしていただいているところです。法令

関係に基づく業務については農地部会で行っておりまして、農業振興部会

の方はソフト面の、先ほどの新規就農者だとか法人参入とかの法令に基づく

許認可とは違うものについて携わっていただくこととなります。 

 

それで本当は、３月１５日の農業者と農業委員との意見交換会に出席した

かったのですが、議会開会中でしたので出席がかなわなかったので、でき

れば今後の計画をされるときに出席できるような日にちの設定をしていただ

けますとこちらも万難を排してお伺いしたいと思いますので、議会の日程を

配慮いただきたくよろしくお願いいたします。 

 

３月１５日の意見交換会の日程に関しましては、大変申し訳ございません

でした。出来る限り多くの農業委員の方に参加していただき、出来る限り多く

の農業者の方々に参加していただき意見交換をしていただくことが趣旨とな

っておりますので、双方の方々が一番出席いただける時期を私どもで模索し

て、今後設定してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

３月１５日の意見交換会には中村委員にも是非参加していただけたら良か

ったのですが。意見交換会では、農業を背負って立つ若い農業者との意見

交換が出来、ここに居る石井委員にも発言していただいて本当に良かった

です。 

 

そのことに関して、農業者１４名は全て認定農業者ですよね。それ以外に

も声を掛けていただければと思うのですよね。１５０日以上農業に従事してい

る方々にも声を掛け参加してもらい、本音を聞いた方がいいと思います。 
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事 務 局 職 員 

 

 

 

議 長 

（伊原茂久部会長） 

 

次回につきましては、今委員がお話しされたように認定農業者に限らず多

くの農業者に参加いただけるような機会として、農業委員会だより等で広報し

て参加いただけるようにしていきたいと考えて参ります。 

 

よろしいですか。ほかにございますか。ほかにないようです。これは報告

案件でございますので、ご了承いただきたいと存じます。 

それでは、報告事項１「平成２７年度農業振興部会年次報告について」

は、平成２８年度第１回総会に、報告案件として上程いたします。 

以上をもちまして、平成２７年度第３回農業振興部会を閉会いたします。 

委員の皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

（閉会：午前１０時４０分） 

 


